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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スルーホール導体を有するコア基板上に、導体回路と絶縁性樹脂層とが交互に積層され
てなるビルドアップ配線層が形成され、そのビルドアップ配線層の表層にＩＣ等の半導体
素子を搭載するための実装部を有する多層プリント配線板において、
　前記半導体素子を実装する領域の直下に位置するスルーホール導体のピッチを、他の領
域に位置するスルーホール導体のピッチよりも小さくするとともに、
　前記半導体素子のプロセッサコア部直下に位置するスルーホール導体のピッチを、それ
以外のスルーホール導体のピッチよりも小さくし、
　前記半導体素子のプロセッサコア部直下の領域に配設されたスルーホール導体のピッチ
をＰｃとし、半導体素子を実装する領域の直下であるがプロセッサコア部直下以外の領域
に設けたスルーホール導体のピッチをＰｍ、半導体素子を実装する領域以外に設けたスル
ーホール導体のピッチをＰｓとするとき、
　　　　　　　　　　　　Ｐｃ＜Ｐｍ≦Ｐｓ
の関係式で表されるような配置密度としたことを特徴とする多層プリント配線板。
【請求項２】
　前記半導体素子のプロセッサコア部直下に配設する半導体素子搭載用のパッドの数をＢ
ｃ、プロセッサコア部直下の領域に配設するスルーホール導体の数をＴｃとし、
全てのパッド数および全てのスルーホール導体の数をそれぞれＢｐおよびＴｐとするとき
、
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　　　　　　　　　Ｂｃ／Ｔｃ＜（Ｂｐ－Ｂｃ）／（Ｔｐ－Ｔｃ）
の関係式で表されるように、パッドとスルーホール導体とが配設されることを特徴とする
請求項１に記載の多層プリント配線板。
【請求項３】
前記半導体素子のプロセッサコア部直下の領域に配設されるスルーホール導体のピッチは
、１２５～２５０μｍであることを特徴とする請求項１または２に記載の多層プリント配
線板。
【請求項４】
前記半導体素子を実装する領域の直下であるが、プロセッサコア部直下以外の領域に設け
るスルーホール導体のピッチは、１５０～６００μｍピッチであることを特徴とする請求
項１から３までのいずれか１項に記載の多層プリント配線板。
【請求項５】
前記半導体素子を実装する領域の直下以外に設けるスルーホール導体のピッチは、２００
～６００μｍであることを特徴とする請求項１から４までのいずれか１項に記載の多層プ
リント配線板。
【請求項６】
前記半導体子素子のプロセッサコア部直下の領域に設けたスルーホール導体のピッチと、
プロセッサコア部直下に設けたパッドのピッチが一致していることを特徴とする請求項１
から５までのいずれか１項に記載の多層プリント配線板。
【請求項７】
前記コア基板は、コア材上に導体回路と絶縁性樹脂層とが交互に積層されてなる多層コア
基板であり、前記多層コア基板の内部に設けた導体回路の厚みをＴとし、多層コア基板の
表面に設けた導体回路の厚みをｔとするとき、Ｔ≧１．５ｔであることを特徴とする請求
項１から６までのいずれか１項に記載の多層プリント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣ等の半導体素子を実装する多層プリント配線板に係り、特に高周波領域
での誤動作を抑制することができる半導体素子実装基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体素子実装基板としては、スルーホール導体が形成されたコア基板上に絶縁
層と導体回路とが交互に積層して作られているビルドアップ基板がある（特許文献１参照
）。
【特許文献１】特開２００２－３７４０６６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来技術にかかる上記半導体素子実装用の多層プリント配線板においては、比較的にサ
イズが大きく、かつ電極数が多い３ＧＨｚ以上の高速駆動するＩＣチップを基板上に実装
すると、実装後のＩＣチップが誤動作しやすいという問題点がある。
　そこで、本発明は、実装されたＩＣチップの誤動作が生じ難い半導体素子実装用の多層
プリント配線板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　すなわち、本発明は、
　スルーホール導体を有するコア基板上に、導体回路と絶縁性樹脂層とが交互に積層され
てなるビルドアップ配線層が形成され、そのビルドアップ配線層の表層にＩＣチップ等の
半導体素子（以下、単に「ＩＣ」という）を搭載するための実装部を有してなる多層プリ
ント配線板において、
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　前記ＩＣを実装する領域の直下の領域に配設されるスルーホール導体のピッチを、他の
領域に配設されるスルーホール導体のピッチよりも小さくした多層プリント配線板である
。
【０００５】
　本発明においては、実装されるＩＣは、主としてプロセッサコア部とメモリ部とを有し
て構成され、プロセッサコア部直下の領域に配設されるスルーホール導体のピッチを、プ
ロセッサコア部以外の領域に配設されるスルーホール導体のピッチよりも小さく（狭ピッ
チと）する。
【０００６】
　なお、本発明において、「スルーホール導体」とは、コア基板またはプリント配線板の
全層を貫通する貫通孔の内壁面に導体層を形成してなるタイプのものだけでなく、その貫
通孔内に金属めっき等を完全に充填してなるタイプのものを含み、コア基板またはプリン
ト配線板の表面および裏面に形成された導体層を電気的に接続する導体層として定義され
る。
【０００７】
　本発明において、ＩＣを構成するプロセッサコア部直下に配設するＩＣ搭載用のパッド
の数をＢｃ、プロセッサコア部直下の領域に配設するスルーホール導体の数をＴｃとし、
ＩＣの電極に接続される全てのパッド数をＢｐ、全てのスルーホール導体の数をＴｐとす
るとき、
　　　　　　　　Ｂｃ／Ｔｃ＜（Ｂｐ－Ｂｃ）／（Ｔｐ－Ｔｃ）
の関係式で表されるように、ＩＣ搭載用パッドとスルーホール導体とを配置することがで
きる。
【０００８】
　また、本発明において、ＩＣのプロセッサコア部直下の領域に配設されるスルーホール
導体のピッチをＰｃ、ＩＣを実装する領域の直下であるがプロセッサコア部直下以外の領
域に配設されるスルーホール導体のピッチをＰｍ、ＩＣを実装する領域以外に配設される
スルーホール導体のピッチをＰｓとするとき、
　　　　　　　　　　　　Ｐｃ＜Ｐｍ≦Ｐｓ
の関係式で表されるようなスルーホール導体の配置密度とする。即ち、スルーホール導体
の配置密度が、ＩＣのプロセッサコア部直下の領域から、プロセッサコア部直下以外の領
域に向かって次第に小さくなるように、スルーホール導体を配設する。
【０００９】
　また、本発明において、プロセッサコア部直下の領域に配設されるスルーホール導体の
ピッチＰｃは、１２５～２５０μｍとすることができる、またＩＣの直下であるが、プロ
セッサコア部直下以外の領域に配設されるスルーホール導体のピッチＰｍは、１５０～６
００μｍピッチとすることができる、さらに、ＩＣの直下以外の領域に配設されるスルー
ホール導体のピッチＰｓは、２００～６００μｍとすることができる。
【００１０】
　また、本発明においては、ＩＣを構成するプロセッサコア部直下の領域に配設されるス
ルーホール導体のピッチＰｃと、プロセッサコア部直下に配設されるパッドのピッチが一
致するように、スルーホール導体およびパッドを配設することができる。
【００１１】
　さらに、本発明においては、前記コア基板は、コア材上に導体回路と絶縁性樹脂層とが
交互に積層されてなる多層コア基板であり、前記多層コア基板の内部に設けた導体回路の
厚みをＴとし、多層コア基板の表面に設けた導体回路の厚みをｔとするとき、Ｔ≧１．５
ｔとすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の多層プリント配線板によれば、ＩＣ直下の領域に配設されるスルーホール導体
のピッチを、ＩＣ直下以外の領域に配設されるスルーホール導体のピッチよりも小さくす
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る、即ち、挟ピッチとすることによって、電源用のスルーホール導体とグランド用スルー
ホール導体との間のピッチが挟ピッチとなるため、相互インダクタンスを小さくすること
ができる。その結果、ＩＣのプロセッサコア部への電源供給の遅延が抑制され、ＩＣの誤
動作が起こり難くなる。
【００１３】
　また、ＩＣの誤動作に大きく影響するのがプロセッサコアであるので、プロセッサコア
部直下に配設されるスルーホール導体のピッチを、プロセッサコア部以外に配設されるス
ルーホール導体のピッチよりも挟ピッチとすることは、ＩＣの誤動作を防止するのに有効
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明にかかる多層プリント配線板の具体的な実施形態について、添付図面を参
照して説明する。
　本発明にかかる半導体素子実装用の多層プリント配線板の一実施形態は、図１に示され
るように、コア基板を貫通して複数のスルーホール導体が形成され、そのコア基板上に導
体回路と絶縁性樹脂層とが交互に積層されてなるビルドアップ配線層が形成され、そのビ
ルドアップ配線層の表層にＩＣを搭載するための実装部を有する多層プリント配線板であ
って、半導体素子を実装する領域の直下に配設されたスルーホール導体のピッチを、半導
体素子を実装する領域以外の他の領域、即ち、半導体素子実装領域の外側の周辺領域に位
置するスルーホール導体のピッチよりも挟ピッチとしたことを特徴とする。
【００１５】
　このように、ＩＣ実装領域の直下に配設されたスルーホール導体を他の領域に配設され
たスルーホール導体よりも挟ピッチとすることによって、ＩＣの電源電極に接続される電
源用スルーホール導体と、ＩＣのグランド電極に接続されるグランド用スルーホール導体
との間のピッチが狭くなるので、相互インダクタンスが小さくなる。その結果、ＩＣのプ
ロセッサコア部への電源供給の遅延が抑制され、ＩＣの誤動作が起こり難くなる。この時
、電源用スルーホール導体およびグランド用スルーホール導体は、格子状にまたは千鳥状
に配置され、電源用スルーホール導体とグランド用スルーホール導体とは隣接して配置さ
れることが望ましい。
【００１６】
　本発明の実施形態では、基板上に実装されるＩＣは、主としてプロセッサコア部とメモ
リ部とを有して構成され、プロセッサコア部直下の領域に配設されるスルーホール導体の
ピッチを、メモリ部分等のプロセッサコア部以外の領域に配設されるスルーホール導体の
ピッチよりも小さく（狭ピッチと）する。
【００１７】
　ＩＣの誤動作に大きく影響するのがプロセッサコアであるので、プロセッサコア部直下
のみを挟ピッチとすれば、プロセッサコア部に電源を遅延なく供給でき、誤動作を抑える
ことが可能となる。また、ＩＣを実装するプリント配線板のサイズは、一般的にＩＣのサ
イズに比して１．２～７倍程度である。このようなプリント配線板においては、プロセッ
サコア部以外の領域のスルーホールピッチをプロセッサコア直下のスルーホールピッチよ
りも大きくすると、プリント配線板のほぼ全面に亘ってスルーホールを配置できるので、
プリント配線板の強度を大きくすることができる。このため、プリント配線板の反りなど
が小さくなるので、ＩＣの実装歩留まりや、ＩＣ実装後の接続信頼性が向上する。
【００１８】
　また、本発明の実施形態では、ＩＣを構成するプロセッサコア部直下に配設するパッド
の数をＢｃ、プロセッサコア部直下の領域に配設するスルーホール導体の数をＴｃとし、
全てのパッド数をＢｐ、全てのスルーホール導体の数をＴｐとするとき、
　　　　　　　　Ｂｃ／Ｔｃ＜（Ｂｐ－Ｂｃ）／（Ｔｐ－Ｔｃ）
の関係式で表されるように、パッドとスルーホール導体とを配置することが望ましい。
【００１９】
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　パッド数とスルーホール数との関係を、Ｂｃ／Ｔｃ＜（Ｂｐ－Ｂｃ）／（Ｔｐ－Ｔｃ）
としているので、プロセッサコア直下のスルーホールピッチを挟ピッチに保ったまま、パ
ッド数に対するスルーホール数を少なくすることができる。そのため、電源用導体層を貫
通するグランド用スルーホール導体（ＩＣのグランド電極に接続されているスルーホール
導体）や、電源用導体層におけるグランド用スルーホール導体から延出する導体回路を少
なくできるので、電源用導体層の面積あるいは体積を大きくすることができる。その結果
、電源用導体層の抵抗が小さくなるので、ＩＣチップへの電源供給を遅延なく行うことが
可能となる。
【００２０】
　また、本発明の実施形態では、ＩＣのプロセッサコア部直下の領域に配設されるスルー
ホール導体のピッチをＰｃ、ＩＣを実装する領域の直下であるが、プロセッサコア部直下
以外の領域に配設されるスルーホール導体のピッチＰｍ、ＩＣを実装する領域以外に配設
されるスルーホール導体のピッチＰｓとするとき、
　　　　　　　　　　　　Ｐｃ＜Ｐｍ≦Ｐｓ
のような関係式で表されるようなスルーホール導体の配置密度とすることができる、即ち
、スルーホール導体の配置密度が、ＩＣのプロセッサコア部直下の領域から、プロセッサ
コア部直下以外の領域に向かって次第に小さくなるように、スルーホール導体を配設する
ことが望ましい。
【００２１】
　例えば、プロセッサコア部直下の領域に配設されるスルーホール導体のピッチＰｃを、
１２５～２５０μｍとし、またＩＣの直下であるが、プロセッサコア部直下以外の領域に
配設されるスルーホール導体のピッチＰｍを、１５０～６００μｍピッチとし、さらに、
ＩＣの直下以外の領域に配設されるスルーホール導体のピッチＰｓを、２００～６００μ
ｍとすることができる。
【００２２】
　電源を必要とするＩＣのプロセッサコア直下は挟ピッチなので、ＩＣへ電源をスムーズ
に供給できる。そして、それ以外の領域では比較的広いピッチなので、プリント配線板の
強度を大きくすることができるからである。
【００２３】
　また、本発明の実施形態では、ＩＣを構成するプロセッサコア部直下の領域に配設され
るスルーホール導体のピッチＰｃと、プロセッサコア部直下に配設されるパッドのピッチ
Ｂｃが一致するように、スルーホール導体およびパッドを配設することが望ましい。
　配線長を短くできるので、ＩＣへの電源供給の遅延をさらに抑えることができるからで
ある。
【００２４】
　さらに、本発明の実施形態では、前記コア基板を、コア材上に導体回路と絶縁性樹脂層
とが交互に積層されてなる多層コア基板から形成し、前記多層コア基板の内部に設けた導
体回路の厚みをＴとし、多層コア基板の表面に設けた導体回路の厚みをｔとするとき、Ｔ
≧１．５ｔとすることが望ましい。
【００２５】
　多層コア基板の内部に設けた導体回路を電源用導体層やグランド用導体層として用いる
場合、導体回路の厚みが厚いので、低抵抗となり、電源供給がスムーズになるからである
。
【００２６】
　本発明の実施形態では、コア基材に用いられる絶縁性樹脂基材としては、ガラス布エポ
キシ樹脂基材、ガラス布ビスマレイミドトリアジン樹脂基材、ガラス布ポリフェニレンエ
ーテル樹脂基材、アラミド不織布－エポキシ樹脂基材、アラミド不織布－ポリイミド樹脂
基材から選ばれる硬質基材が用いることが望ましく、ガラス布エポキシ樹脂基材がより望
ましい。
【００２７】
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　前記絶縁性樹脂基材の厚さは、３０～８００μｍ程度とすることが望ましい。その理由
は、３０μｍ未満の厚さでは、剛性が十分でなく、８００μｍを超えると、配線長が長く
なり、電源供給に不利となるからである。
【００２８】
　かかる絶縁性樹脂基材の両面に形成される導体回路は、後述するように、スルーホール
導体用の貫通孔へのめっき充填の後に、絶縁性樹脂基材の両面に貼付された金属箔および
その上に形成されためっき層をエッチング処理することによって形成さることが望ましい
。
【００２９】
　前記絶縁性樹脂基材の両面に形成される導体回路の厚さは、１０～４０μｍ程度とする
。その理由は、１０μｍ未満では、電源用導体層やグランド用導体層として用いる場合に
、高抵抗となるからであり、一方、
４０μｍを超えると、基板上に形成されるビルドアップ配線層の平坦性が劣るからである
。
【００３０】
　前記絶縁性樹脂基材および金属箔にて構成される基板は、特に、エポキシ樹脂をガラス
クロスに含浸させてＢステージとしたプリプレグと、銅箔とを積層して加熱プレスするこ
とにより得られる片面銅張積層板を用いることができる。このような基板は、銅箔がエッ
チングされた後の取扱中に、配線パターンやビア位置がずれることがなく、位置精度に優
れている。
【００３１】
　本発明の実施形態では、スルーホール導体は、貫通孔をドリル加工またはレーザ加工に
よって形成した後、それらの貫通孔に金属めっきを充填することによって形成されること
が望ましい。
　なお、レーザ加工における照射レーザ光の吸収効率を高めるために、予め絶縁性樹脂基
板上の金属箔に公知の黒化処理を施しておくことが望ましい。
【００３２】
　前記絶縁性樹脂基材にレーザを用いてスルーホール導体用貫通孔を形成させるには、レ
ーザ照射により金属箔と絶縁性樹脂基材を同時に穿孔するダイレクトレーザ法と、金属箔
の貫通孔に該当する金属箔部分をエッチングにより除去した後、レーザ照射により絶縁性
樹脂基材に穿孔するコンフォーマル法があるが、本発明ではそのどちらを用いてもよい。
【００３３】
　上記レーザ加工は、パルス発振型炭酸ガスレーザ加工装置によって行われることが望ま
しく、その加工条件は、たとえば、パルス幅が３～１５μｓ、ショット数が２～３０の範
囲内とすることができる。
【００３４】
　なお、レーザ照射によって形成された貫通孔の側面に残留する樹脂残滓を除去するため
に、デスミア処理を行う。このデスミア処理は、酸あるいは酸化剤（例えば、クロム酸、
過マンガン酸）の薬液処理等の湿式処理や、酸素プラズマ放電処理、コロナ放電処理、紫
外線レーザ処理またはエキシマレーザ処理等の乾式処理によって行う。
【００３５】
　これらのデスミア処理方法からいずれの方法を選択するかは、絶縁基材の種類、厚み、
スルーホール導体用貫通孔の開口径、レーザ照射条件などに応じて、残留が予想されるス
ミア量を考慮して選ばれる。
【００３６】
　本発明の実施形態では、前記貫通孔にめっき充填してスルーホール導体を形成するには
、まず、貫通孔内壁に通常の無電解めっき処理によって無電解めっき膜を形成した後、通
常の電解めっき処理を施して、貫通孔の内壁面にめっき金属層を形成するか、あるいは貫
通孔内を完全にめっき充填することができる。
　上記無電解めっきまたは電解めっきとしては、たとえば、銅、すず、銀、各種はんだ、
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銅／すず、銅／銀等の金属めっきが好ましく、とくに、無電解銅めっきまたは電解銅めっ
きが好適である。
【００３７】
　上記貫通孔の内壁面にめっき金属層を形成することによってスルーホール導体を形成す
る場合には、貫通孔内に樹脂組成物等を充填した後、乾燥させ、必要に応じて、樹脂組成
物に被覆された基板表面を、導体回路表面およびスルーホール導体のランド表面が露出す
るように研磨、平坦化した後、加熱硬化処理を行って、充填用樹脂組成物を硬化させて樹
脂充填材層とする。
【００３８】
　本発明の実施形態では、コア基板としての絶縁性樹脂基材の両面に形成される導体回路
は、スルーホール導体の形成と同時に形成された導体層をエッチング処理することによっ
て形成されることが望ましい。
　この導体回路形成工程は、先ず、前記導体層の表面に感光性ドライフィルムレジストを
貼付した後、所定の回路パターンに沿って露光、現像処理してエッチングレジストを形成
し、エッチングレジスト非形成部分の導体層をエッチングして、電極パッドを含んだ導体
回路パターンとする。
【００３９】
　前記処理工程において、エッチング液としては、硫酸一過酸化水素、過硫酸塩、塩化第
二銅、塩化第二鉄の水溶液から選ばれる少なくとも1種の水溶液を用いることができる。
　また前記導体層をエッチングして導体回路を形成する前処理として、ファインパターン
を形成しやすくするため、あらかじめ、導体層の表面全面をエッチングして厚さを1～１
０μｍ、より好ましくは２～８μｍ程度まで薄くすることができる。
【００４０】
　このようなプリント配線板をコア基板とし、そのコア基板上に、常法によって導体層と
樹脂絶縁層とを交互に形成してなるビルドアップ配線層を形成してなる多層プリント配線
板を形成し、多層プリント配線板の最も外側の導体層の一部を、所定のピッチでバンプ接
続用パッドに形成すると共に、それらのパッド上にはんだバンプを形成することが望まし
い。
【００４１】
　以下、本発明にかかる多層プリント配線板について、実施例を参照にして、さらに詳細
に説明する。
【実施例】
【００４２】
（実施例１）
Ａ．貫通孔充填用樹脂組成物の調製
　ビスフェノールＦ型エポキシモノマー（油化シェル社製、分子量：３１０、ＹＬ９８３
Ｕ）１００重量部、表面にシランカップリング剤がコーティングされた平均粒径が１．６
μｍで、最大粒子の直径が１５μｍ以下のＳｉＯ２

球状粒子（アドテック社製、ＣＲＳ　１１０１－ＣＥ）１７０重量部およびレベリング剤
（サンノプコ社製　ペレノールＳ４）１．５重量部を容器にとり、攪拌混合することによ
り、その粘度が２３±１℃で４４～４９Ｐａ・ｓの樹脂充填材を調製した。なお、硬化剤
として、イミダゾール硬化剤（四国化成社製、２Ｅ４ＭＺ－ＣＮ）６．５重量部を用いた
。スルーホール導体を形成する貫通孔を充填するための樹脂としては、他のエポキシ樹脂
（例えば、ビスフェノールＡ型、ノボラック型など）、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂
などの熱硬化性樹脂を用いてもよい。
【００４３】
Ｂ．多層プリント配線板の製造
　多層コア基板の作成
（１）　厚さ０．６mmのガラスエポキシ樹脂またはＢＴ（ビスマレイミドトリアジン）樹
脂からなる絶縁性基板１４の両面に、１０～２５０μｍの銅箔１６がラミネートされてな
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る両面銅張積層板１０を出発材料として用いた（図２（ａ））。この実施例１では、３０
μｍの銅箔を使用した。
【００４４】
（２）　続いて、サブトラクティブ法により、基板１０の表面側の銅箔１６をエッチング
処理して、抜き２２内にダミーランドを有しない下層の導体回路１６Ｅを形成すると共に
、基板１０の裏面側の銅箔１６をエッチング処理して、抜き２２内にダミーランドを有し
ない下層の導体回路１６Ｐを形成した（図２（ｂ）参照）。なお、前記抜き（開口）２２
は、スルーホール導体が形成される位置に対応して形成される。
　通常、ダミーランドは、スルーホール導体の口径に対して１５０～２５０μｍ程度大き
な口径を有して形成されるので、ダミーランドを有しない導体回路とすることで、ダミー
ランドを有する通常の構造に比べて、スルーホール導体間および電源用スルーホール導体
とグランド用導体層間、グランド用スルーホール導体と電源用導体層間の間隔を狭くする
ことができる。ここで、ダミーランドとは、図５に示すように、多層コア基板の内層にお
いて、スルーホール導体から延出して、抜き２２内に配設されたスルーホール周りの導体
回路のことである。
　このようにダミーランドを設けないことで、相互インダクタンスを減少させたり、導体
抵抗を低くすることが可能になる。さらに、電源層、グランド層を構成する導体層の体積
を増加させることも可能である。
【００４５】
（３）　その後、その基板をＮａＯＨ（１０ｇ／ｌ）、ＮａＣｌＯ2 （４０ｇ／ｌ）、Ｎ
ａ3ＰＯ4 （６ｇ／ｌ）を含む水溶液を黒化浴（酸化浴）とする黒化処理、および、Ｎａ
ＯＨ（１０ｇ／ｌ）、ＮａＢＨ4

（６ｇ／ｌ）を含む水溶液を還元浴とする還元処理を行い、下層のグランド用導体層１６
Ｅ、下層の電源用導体層１６Ｐの表面に粗化面を形成する。
　なお、表層の導体層に信号用導体回路を形成してもよい。
【００４６】
（４）　上記基板の両面に２００μｍ厚のプリプレグ１８と１８μｍ厚の銅箔２０の順で
積層し、その後、加熱、加圧プレスして４層の多層コア基板３０を作成した（図２（ｃ）
、（ｄ）参照）。
【００４７】
（５）　この多層コア基板３０をドリル削孔し、スルーホール導体形成用貫通孔２２を穿
設する（図２（ｅ）参照）。
　ここで、実装するＩＣのプロッセサコア部直下の領域に設ける貫通孔３５は、１００μ
ｍφのドリルを用いて、それらのピッチがＩＣの電極ピッチ（パッドピッチ）と同等な１
２５μｍとなるように形成される。
　また、ＩＣ直下でプロセッサコア部以外の領域に設ける貫通孔３５は、１００μｍφの
ドリルを用いて、それらのピッチが１５０～４００μｍとなるように形成される。
　また、ＩＣ直下以外の領域に設ける貫通孔３５は、２５０μｍφのドリルを用いて、そ
れらのピッチが３００～６００μｍとなるように形成される。なお、ＩＣ直下以外の領域
のプリント配線板全体に亘るように形成する。
　さらに、ＩＣのプロセッサコア部直下以外に設けるスルーホール導体の個数は、プロセ
ッサコア部直下以外に位置するパッドの個数に対して、１０～５０％の割合で形成するこ
とが出来るが、本実施例では３０％とした。
【００４８】
（６）　次いで、前記（５）にてスルーホール導体を形成するための貫通孔３５を穿設し
た多層コア基板３０に対して、無電解銅めっき、電解銅めっきを施して、多層コア基板を
貫通する口径がそれぞれ１００μｍ、１００μｍ、２５０μｍであるスルーホール導体３
６を形成する（図３（ａ）参照）。
　なお、これらのスルーホール導体３６は、信号用スルーホール導体（図示を省略）や、
電源用スルーホール導体３６Ｐ１（１００μｍ）およびグランド用スルーホール導体３６
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Ｅ１（１００μｍ）、電源用スルーホール導体３６Ｐ２（１００μｍ）およびグランド用
スルーホール導体３６Ｅ２（１００μｍ）、電源用スルーホール導体３６Ｐ３（２５０μ
ｍ）およびグランド用スルーホール導体３６Ｅ３（２５０μｍ）から構成される。
　ここで、電源用スルーホール導体とグランド用スルーホール導体とを隣接して格子状ま
たは千鳥状に配置することが望ましい。プロセッサコア直下のみの電源用スルーホール導
体とグランド用スルーホール導体とを隣接して格子状または千鳥状に配置してもよい。な
お、符号３６Ｐ１および３６Ｅ１で示されるのが、プロセッサコア直下の領域に設けたス
ルーホール導体である。
【００４９】
（７）　前記（６）にて、スルーホール導体３６が形成された多層コア基板３０を、Ｎａ
ＯＨ（１０ｇ／ｌ）、ＮａＣｌＯ2 （４０ｇ／ｌ）、Ｎａ3ＰＯ4

（６ｇ／ｌ）を含む水溶液を黒化浴（酸化浴）とする黒化処理、および、ＮａＯＨ（１０
ｇ／ｌ）、ＮａＢＨ4 （６ｇ／ｌ）を含む水溶液を還元浴とする還元処理を行い、スルー
ホール導体３６の内壁に粗化面（図示を省略）を形成する。
【００５０】
（８）　ついで、上記Ａ．で作成した貫通孔充填用樹脂組成物４０を、各スルーホール導
体３６内に、スキージを用いて充填した後、１００℃、２０分の条件で乾燥を行った。
　その基板３０の表面を、研磨して平坦化し、１００℃で１時間、１５０℃で１時間の加
熱を行うことにより、貫通孔充填用樹脂組成物４０を硬化させて樹脂充填材層を形成した
。その後、基板表面（貫通孔充填用樹脂表面も含む）に、無電解めっきおよび電解めっき
を施して、多層コア基板の表面および裏面に導体層４６、４６を形成した（図３（ｂ）参
照）。
【００５１】
　この実施形態では、多層コア基板の表面および裏面に形成される導体層の厚さ（銅厚）
は、７．５～７０μｍとした。このように、多層コア基板３０の表面および裏面に形成さ
れる導体層４６の厚さ（銅厚）は、多層コア基板３０の内部に設けた導体層１６の厚さ（
銅厚）に比べて薄くするのが好適である。本実施例では２０μｍとした。
　これにより、多層コア基板３０の外側に設ける導体層４６は、多層コア基板の内部に設
ける導体層１６に比べて微細な回路を形成することが可能になり、スルーホールランドの
小径化および導体回路間の隙間やスルーホールランドと導体回路との間の隙間を小さくで
きる。従って、多層コア基板３０の表面および裏面側に設けるスルーホールランドや導体
回路は、スルーホール導体の挟ピッチ化を阻害することがない。
【００５２】
（９）　その後、公知のサブトラクティブ法により、多層コア基板の表面および裏面の導
体層をパターニングし、表面に電源用導体層４６Ｐ、裏面にグランド用導体層４６Ｅを形
成した（図３（ｃ）参照）。
【００５３】
（１０）　上記基板を水洗、酸性脱脂した後、ソフトエッチングし、次いで、エッチング
液を基板の両面にスプレイで吹きつけて、信号用導体回路（図示を省略）、電源用導体回
路４６Ｐおよびグランド用導体回路４６Ｅの表面と、各スルーホール導体３６のランド表
面を覆う導体層をエッチングすることにより、導体回路の表面に粗化面（図示を省略）を
形成した。
　エッチング液としては、イミダゾール銅（ＩＩ）錯体１０重量部、グリコール酸７．３
重量部、塩化カリウム５重量部からなるエッチング液（メック社製、メックエッチボンド
）を使用した。
　導体回路およびスルーホール導体のランド表面を覆う導体層（ふためっき層）３６Ｌの
表面に粗化層を形成すると、その導体は、層間樹脂絶縁層との密着性に優れるので、導体
回路およびスルーホール導体のランドを被覆する導体の側面と樹脂絶縁層との界面を起点
とするクラックの発生を抑制できる。また一方で、スルーホール導体のランドを覆う導体
層は、電気的に接続されるバイアホールとの密着性が改善される。
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【００５４】
（１１）　次に、基板の両面に、基板より少し大きめの層間絶縁層用樹脂フィルム（味の
素社製：ＡＢＦシリーズ）を基板上に載置し、圧力０．４５ＭＰａ、温度８０℃、圧着時
間１０秒の条件で仮圧着して裁断した後、さらに、以下の方法により真空ラミネーター装
置を用いて貼り付けた。
　すなわち、層間絶縁層用樹脂フィルムを基板上に、真空度６７Ｐａ、圧力０．４７ＭＰ
ａ、温度８５℃、圧着時間６０秒の条件で本圧着し、その後、１７０℃で４０分間熱硬化
させた（図３（ｄ）参照）。
【００５５】
（１２）　次に、層間絶縁層用樹脂フィルム上に、厚さ１．２ｍｍの貫通孔が形成された
マスクを介して、波長１０．４μｍの炭酸ガスレーザにて、ビーム径４．０ｍｍ、トップ
ハットモード、パルス幅８．１μ秒、マスクの貫通孔の径１．０ｍｍ、１～３ショットの
条件で層間絶縁層用樹脂フィルムに、直径６０～１００μｍの間でのバイアホール用開口
５０ａを形成し、層間絶縁層用樹脂フィルムを硬化させて層間絶縁層５０とする（図３（
ｅ）参照）。
　この実施例では、直径６０μｍと７５μｍの開口５０ａを形成した。
【００５６】
（１３）　バイアホール用開口５０ａを形成した基板を、６０ｇ／ｌの過マンガン酸を含
む８０℃の溶液に１０分間浸漬し、層間絶縁層５０の表面に存在する粒子を除去すること
により、バイアホール用開口５０ａの内壁を含む層間絶縁層５０の表面に粗化面（図示を
省略）を形成した。
【００５７】
（１４）　次に、上記処理を終えた基板を、中和溶液（シプレイ社製）に浸漬してから水
洗いした。
　さらに、粗面化処理（粗化深さ３μｍ）した該基板の表面に、パラジウム触媒を付与す
ることにより、層間絶縁層の表面およびバイアホール用開口の内壁面に触媒核を付着させ
た。すなわち、上記基板を塩化パラジウム（ＰｂＣｌ２

）と塩化第一スズ（ＳｎＣｌ２ ）とを含む触媒液中に浸漬し、パラジウム金属を析出さ
せることにより触媒を付与した。
【００５８】
（１５）　次に、以下の組成の無電解銅めっき水溶液中に、触媒を付与した基板を浸漬し
て、粗面全体に厚さ０．３～３．０μｍの無電解銅めっき膜を形成し、バイアホール用開
口５０ａの内壁を含む層間絶縁層５０の表面に無電解銅めっき膜が形成された基板を得た
。
〔無電解銅めっき水溶液〕
ＥＤＴＡ　　　　　　　　　　　０．２００　ｍｏｌ／ｌ
硫酸銅　　　　　　　　　　　　　０．０３２　ｍｏｌ／ｌ
ＨＣＨＯ　　　　　　　　　　　　　　０．１　ｇ／ｌ
ＮａＯＨ　　　　　　　　　　　　０．１００　ｍｏｌ／ｌ
α、α′－ビピリジル　　　　　　　　１００　ｍｇ／ｌ
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）　０．１０　ｇ／ｌ
〔無電解めっき条件〕
液温度：　　３４℃
時間：　　　４５分
【００５９】
（１６）　無電解銅めっき膜が形成された基板に市販の感光性ドライフィルムを張り付け
、マスクを載置して、１１０ｍＪ／ｃｍ2 で露光し、０．８％炭酸ナトリウム水溶液で現
像処理することにより、厚さ２５μｍのめっきレジスト（図示を省略）設けた。
【００６０】
（１７）　ついで、基板を５０℃の水で洗浄して脱脂し、２５℃の水で水洗後、さらに硫
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酸で洗浄してから、以下の条件で電解めっきを施し、めっきレジスト非形成部に、厚さ１
５μｍの電解銅めっき膜を形成した。
〔電解銅めっき液〕
硫酸　　　　　　　　　　　２００　ｇ／ｌ
硫酸銅　　　　　　　　　　　８０　ｇ／ｌ
添加剤　　　　　　　　　１９．５　ｍｌ／ｌ
（アトテックジャパン社製、カパラシドＧＬ）
〔電解めっき条件〕
電流密度　　　　　　　　　　　１　Ａ／ｄｍ2
時間　　　　　　　　　　　　７０　分
温度　　　　　　　　　　２２±２　℃
【００６１】
（１８）　前記めっきレジストを５％ＫＯＨで剥離除去した後、そのめっきレジスト下の
無電解めっき膜を硫酸と過酸化水素水との混合液でエッチング処理して溶解除去し、上層
の導体回路５８およびバイアホール６０を形成した（図３（ｆ））。この上層の導体回路
５８の厚みは１５μｍとしたが、５～２５μｍの範囲内であることが好ましい。
【００６２】
（１９）　さらに、前記（１１）～（１８）の工程と同様の処理によって、さらに上層の
層間樹脂絶縁層７０、上層の導体回路７２およびバイアホール７４を形成した（図４（ａ
））。
【００６３】
（２０）ソルダーレジスト組成物の調整
　次に、ジエチレングリコールジメチルエーテル（ＤＭＤＧ）に６０重量％の濃度になる
ように溶解させた、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂（日本化薬社製）のエポキシ基
５０％をアクリル化した感光性付与のオリゴマー（分子量：４０００）４５．６７重量部
、メチルエチルケトンに溶解させた８０重量％のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（油化
シェル社製、商品名：エピコート１００１）１６．０重量部、イミダゾール硬化剤（四国
化成社製、商品名：２Ｅ４ＭＺ－ＣＮ）１．６重量部、感光性モノマーである２官能アク
リルモノマー（日本化薬社製、商品名：Ｒ６０４）４．５重量部、同じく多価アクリルモ
ノマー（共栄化学社製、商品名：ＤＰＥ６Ａ）１．５重量部、分散系消泡剤（サンノプコ
社製、Ｓ－６５）０．７１重量部を容器にとり、攪拌、混合して混合組成物を調製し、こ
の混合組成物に対して光重合開始剤としてベンゾフェノン（関東化学社製）１．８重量部
、光増感剤としてのミヒラーケトン（関東化学社製）０．２重量部、を加えることにより
、粘度を２５℃で２．０Ｐａ・ｓに調整したソルダーレジスト組成物を得た。
　なお、粘度測定は、Ｂ型粘度計（東京計器社製、ＤＶＬ－Ｂ型）で６０ｍｉｎ-1の場合
はローターＮｏ．４、６ｍｉｎ-1の場合はローターＮｏ．３によった。
【００６４】
（２１）　次に、多層配線基板の両面に、上記ソルダーレジスト組成物を２０μｍの厚さ
で塗布し、７０℃で２０分間、７０℃で３０分間の条件で乾燥処理を行った後、ソルダー
レジスト開口部のパターンが描画された厚さ５ｍｍのフォトマスクをソルダーレジスト層
に密着させて１０００ｍＪ／ｃｍ２

の紫外線で露光し、ＤＭＴＧ溶液で現像処理し、２００μｍの直径の開口を形成した。
　そして、さらに、８０℃で１時間、１００℃で１時間、１２０℃で１時間、１５０℃で
３時間の条件でそれぞれ加熱処理を行ってソルダーレジスト層を硬化させ、開口を有し、
その厚さが１５～２５μｍのソルダーレジストパターン層７６を形成した。上記ソルダー
レジスト組成物としては、市販のソルダーレジスト組成物を使用することもできる。
【００６５】
（２２）　次に、ソルダーレジスト層７６を形成した基板を、塩化ニッケル（２．３×１
０-1ｍｏｌ／ｌ）、次亜リン酸ナトリウム（２．８×１０-1ｍｏｌ／ｌ）、クエン酸ナト
リウム（１．６×１０-1ｍｏｌ／ｌ）を含むｐＨ＝４．５の無電解ニッケルめっき液に２
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０分間浸漬して、開口部に厚さ５μｍのニッケルめっき層を形成した。さらに、その基板
をシアン化金カリウム（７．６×１０-3ｍｏｌ／ｌ）、塩化アンモニウム（１．９×１０
-1ｍｏｌ／ｌ）、クエン酸ナトリウム（１．２×１０-1ｍｏｌ／ｌ）、次亜リン酸ナトリ
ウム（１．７×１０-1ｍｏｌ／ｌ）を含む無電解金めっき液に８０℃の条件で７．５分間
浸漬して、ニッケルめっき層上に、厚さ０．０３μｍの金めっき層を形成した。ニッケル
－金層以外にも、スズ、貴金属層（金、銀、パラジウム、白金など）の単層を形成しても
よい。
【００６６】
（２３）　この後、基板のＩＣチップを載置する面のソルダーレジスト層７６の開口部に
、スズ－鉛を含有するはんだペーストを印刷し、さらに他方の面のソルダーレジスト層７
６の開口にスズ－アンチモンを含有するはんだペーストを印刷した後、２００℃でリフロ
ーすることによりはんだバンプ（はんだ体）を形成し、はんだバンプ７８Ｕ、７８Ｄを有
する多層プリント配線板を製造した（図４（ｂ））。
　そして、この多層プリント配線板には、はんだバンプ７８Ｕを介してプリント配線板に
形成されたＩＣ搭載用のパッドとＩＣ８０の電極が接続され、さらに、はんだバンプ７８
Ｄを介してドータボード８２に実装される（図４（ｃ））。
【００６７】
　以上説明したように、本実施例ではＩＣ８０のプロッセサコア部８０ａ直下のスルーホ
ール導体が、その他の領域のスルーホール導体と比べ狭ピッチに形成されているので、プ
ロセッサコア部８０ａへの電源供給に対しインダクタンスが減少する。また、プロセッサ
コア部８０ａ直下以外の領域のスルーホール導体は、パッドと１：１に対応した位置に形
成されていないので、電源層の面積を広くできるので、電源層の抵抗を小さくすることが
できる。
【００６８】
（実施例２）
　実施例１の（５）の工程において、スルーホール導体を形成するピッチを変更した。プ
ロセッサコア部直下においては、全パッド直下にスルーホール導体を形成することは行わ
ず（プロセッサコア部直下のパッド数に対して５０～１００％の範囲内で可能）、１個置
きにスルーホール導体を形成したため、２５０μｍピッチとなった。プロセッサコア部直
下以外は、プロセッサコア部直下以外のパッド数に対し、１０％のスルーホール導体を３
００～６００μｍピッチで形成した。それ以外は実施例１と同様にして多層プリント配線
板を作製した。
【００６９】
（実施例３）
　実施例１の（５）の工程において、スルーホール導体を形成する貫通孔数を変更した。
プロセッサコア部直下は、実施例１と同様である。プロセッサコア部直下以外は、プロセ
ッサコア部直下以外のパッド数に対し、５０％のスルーホール導体を形成した。プロセッ
サコア部直下以外のＩＣチップ直下は１５０～４００μｍピッチで、ＩＣ直下以外は３０
０～６００μｍピッチでスルーホール導体を形成した。それ以外は実施例１と同様にして
多層プリント配線板を作製した。
【００７０】
（実施例４）
　実施例１の（１）の工程において、銅箔１６に６０μｍの銅箔を使用した以外は、実施
例１と同様に作製した。
【００７１】
（実施例５）
　実施例１の（１）の工程において、銅箔１６に１５０μｍの銅箔を使用した以外は、実
施例１と同様にして多層プリント配線板を作製した。
【００７２】
（実施例６）



(13) JP 4824397 B2 2011.11.30

10

20

30

40

　実施例１において、プロセッサコア部直下以外のスルーホール導体の数を変更した以外
は、実施例１と同様にして多層プリント配線板を作製した。この実施例では、実施例２の
如く、プロセッサコア直下以外のスルーホール導体の数は、プロセッサコア直下以外のパ
ッド数に対して１０％であるように形成した。
【００７３】
（実施例７）
　プロセッサコア部直下以外の領域に設けたスルーホール導体数を、１０％から３０％に
変更した以外は、実施例２と同様にして多層プリント配線板を作製した。
【００７４】
（実施例８）
　実施例１の（１）の工程において、銅箔１６に２０μｍの銅箔を使用した以外は、実施
例１と同様にして多層プリント配線板を作製した。
【００７５】
（実施例９）
　実施例１の（１）の工程において、銅箔１６に３００μｍの銅箔を使用した以外は、実
施例１と同様に作製した。
【００７６】
（参考例１）
　実施例１の（５）の工程において、スルーホール導体を形成するドリル及びピッチを変
更した。全スルーホール導体を０．１ｍｍΦのドリルを用い、全パッド直下に１２５μｍ
ピッチでスルーホール導体を形成した以外は、実施例１と同様にして多層プリント配線板
を作製した。
【００７７】
（参考例２）
　参考例１において、スルーホール導体を形成するピッチを変更した。プロセッサコア部
直下は全パッド直下にスルーホール導体を形成せず、１個置きに形成したため、２５０μ
ｍピッチでスルーホール導体を形成した。ＩＣ直下でプロセッサコア部直下以外が全バン
プ直下に１２５μｍピッチでスルーホール導体を形成した。
【００７８】
（評価試験１）
　実施例１～９及び参考例１～２で作製したそれぞれのプリント配線板に、表１に示すよ
うな駆動周波数およびＦＳＢ（フロントサイド・バス）を有する３種類のＩＣ（以下、「
ＩＣチップＮｏ．１～Ｎｏ．３」という）のいずれかを搭載し、同時スイッチングを繰り
返して、例えば、パルス・パターン・ジェネレータ/エラー・ディテクタ（例えば、アド
バンテスト社製：商品名「Ｄ３１８６／３２８６」）を用いて誤動作の有無を確認する。
その結果を表２に示す。誤動作が観察されなかった場合を○、誤動作が観察された場合を
×と評価する。
【００７９】
【表１】

【００８０】
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【表２】

【００８１】
（評価試験２）
　実施例１～７で作製したそれぞれのプリント配線板に、表１に示すＮｏ．３のＩＣを搭
載し、同時スイッチングを繰り返して、ＩＣのトランジスタの電圧降下量を測定する。な
お、ＩＣのトランジスタの電圧は直接測定が困難なので、プリント配線板に測定可能な回
路を形成して行なう。
【００８２】
　この結果から、さらに駆動周波数が早くなった時、各実施例において、電圧降下量（％
）（電圧降下量／駆動電圧×１００）がどのようになるかをシミュレーションする。この
結果を表３に示す。電圧降下量は、大きいほど不具合が発生しやすいが、電圧降下量（％
）が１０％を超えると誤動作が発生するおそれがある。
【００８３】
　表３の結果から、プロセッサコア部直下のスルーホール導体が狭ピッチであり、それ以
外の領域のスルーホール導体がプロセッサコア部直下のスルーホール導体よりピッチが広
く形成されているプリント配線板は、電圧降下量が小さい。さらに、多層コアの内層の導
体厚みが６０～１５０μｍである（実施例４、５）と電圧降下量が小さいことが分かる。
【００８４】
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【表３】

【産業上の利用可能性】
【００８５】
　以上説明したように、本発明は、実装されたＩＣチップの誤動作が生じ難い半導体素子
実装基板に有利に適用される。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明にかかる多層プリント配線板におけるスルーホール導体の配列を説明する
ための概略図である。
【図２】（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施例１にかかる多層プリント配線板を製造する工
程の一部を示す図である。
【図３】（ａ）～（ｆ）は、本発明の実施例１にかかる多層プリント配線板を製造する工
程の一部を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１にかかる多層プリント配線板を製造する工
程の一部を示す図である。
【図５】スルーホール導体形成時の抜きとダミーランドとを説明するための図である。
【符号の説明】
【００８７】
１０　両面銅張積層板
１４　樹脂絶縁層
１６　銅箔
１６Ｅ　グランド用下層導体層
１６Ｐ　電源用下層導体層
１８　プリプレグ
２０　銅箔
２２　抜き孔
３０　コア基板
３５　貫通孔
３６Ｅ１～３６Ｅ３　グランド用スルーホール導体
３６Ｐ１～３６Ｐ３　電源用スルーホール導体
４０　貫通孔充填用樹脂組成物
４６Ｅ　グランド用導体層
４６Ｐ　電源用導体層
５０　層間樹脂絶縁層
５０ａ　バイアホール形成用開口
５８　導体回路
６０　バイアホール
７０　層間樹脂絶縁層
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７２　導体回路
７４　バイアホール
７６　ソルダーレジスト層
７８Ｕ、７８Ｄ　はんだバンプ
８０　ＩＣチップ
８２　ドータボード

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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